
２ ． 改正後の『 人材確保等促進税制』

改正後は、 国内設備投資要件を撤廃した上

で、 人材育成への投資特典としての教育訓練

費の上乗せはそのままに、 新卒・ 中途採用に

よる外部人材の獲得をメインとした『 人材確

保等促進税制』 へと生まれ変わります。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

１ ． 従来の『 所得拡大促進税制』

中小企業者等が適

用できる『 所得拡大

促進税制』 は、 『 賃

上げ税制』 とは異な

り“ 賃上げ” の要件のみですが、 右上のよう

に2つあります。

これらの要件をすべて満たした場合の税額

控除は、 全体の賃上げ（ 増加額） がベースで

す。 また、 『 賃上げ税制』 と同様、 上乗せ措

置はありますが、 この場合の要件は『 賃上げ

税制』 と異なり、 教育訓練費の増加以外にも

税務情報 2021年4月号Zeimu

中小企業向けの 『所得拡大促進税制』

要件があります。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

２ ． 改正後の『 所得拡大促進税制』

改正により簡素化され、 賃上げ要件として

求められる値は“ 全体” のみとされました。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

いずれの改正も、 令和3年4月1日以降開始

事業年度（ 個人（ 所得税） は令和4年分） か

ら適用開始となります。

 継続雇⽤者の賃上げ
要件

 全体の賃上げ要件

(※) 経済産業省HP「 令和3年度 経済産業関係 税制改正について」 https: //www. meti . go. j p/mai n/yosan/yosan_fy2021/pdf/zei sei . pdf
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インボイス導入に伴う法人税等の経理方式の変更可否 鉄道料金等に係るインボイスの対応について

【参考】鉄道料金等に関連する帳簿のみ保存の特例 

  公共交通機関特例 出張旅費等特例 入場券等回収特例 

対象 適格請求書の交付義

務が免除される３万

円未満の公共交通機

関による旅客の運送 

従業員等に支給する

通常必要と認められ

る出張旅費等（出張旅

費、宿泊費、日当及び

通勤手当） 

適格簡易請求書の記

載事項（取引年月日を

除く）が記載されてい

る入場券等が使用の

際に回収される取引

（公共交通機関特例

の対象を除く） 

適 用

で き

な い

状況 

１回の取引金額が３

万円以上の場合 

法人クレジットカー

ドの利用や、会社が直

接乗車券等を購入す

るなど、従業員との間

で金銭による精算が

されない場合 

回収される入場券等

に適格簡易請求書の

記載事項が記載され

ていない場合等 

 

　令和５年１０月１日のインボイス制度施行まであと半年を切りました。原則、仕入税額控除（※１）
を適用するには、取引先から交付を受けたインボイスの保存が必要になります。
　今回は、新幹線等を含む鉄道料金等に係るインボイス交付等の対応をお伝えします。
　鉄道の利用者側にとって、在来線や新幹線の「乗車券」「特急券」などの鉄道料金については、帳簿
保存のみで仕入税額控除ができる「公共交通機関特例」「出張旅費特例」の適用があります。しかし、
新幹線代が３万円以上となる場合や、出張等で新幹線等を利用した従業員と会社との間で金銭の支給に
よる精算がされない場合など、これら「帳簿保存の特例」を適用できない場面があります。【参考】
　「帳簿保存の特例」は、「３万円未満の鉄道料金」など適用を受ける特例の事項を帳簿に記載するな
どの対応も必要です。また、新幹線等の利用では従業員が領収書等の交付を受け会社に提出する場面が
考えられ、その領収書等がインボイスであれば会社はそれを保存することで仕入税額控除を受けること
ができます。

　鉄道会社側としては、乗車券や特急券が３万円未満であれば「公共交通機関特例」によりインボイス
の交付義務は免除されます。この３万円の判定は、１回の取引金額（例:券を４枚まとめて購入したら
４枚の合計金額）で判定することなどから、自動券売機・指定席券売機で購入する乗車券や特急券は、
券面金額にかかわらず、有人窓口（改札・みどりの窓口）においては、利用者の求めに応じて簡易イン
ボイスの要件を満たす領収書を交付を予定しています。ICカードのSuicaによる乗車利用は、金額が３万
円未満となるため（Suicaのチャージ上限額は２万円）、基本的に簡易インボイスの交付は行わないよう
です。
※1　仕入税額控除とは、消費税を算出する際に課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引
くことをいいます。


